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『 航 空 機 騒 音 対 策 基 本 方 針 』

防止地区とすべき

地域

防止特別地区とすべき

地域

防止地区 防止特別地区

(騒特法第４条) 基本方針に基づいて、都市計画で定める

【騒特法】

新たな住宅等 ⇒ 防音構造 新たな住宅等 ⇒ 建築の禁止

既存の住宅等 ⇒ 移転補償等

【都市計画法】

【騒特法】

航空機騒音障害防止地区 及び
航空機騒音障害防止特別地区について

土地利用の規制や移転補償等の措置を講ずることにより、航空機

騒音による障害を未然に防止する。
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住居系以外の土地利用を
誘導する地区

防音により居住環境を
保護する地区



新 旧

約　7,142　ｈａ 約　5,381　ｈａ 約　1,761　ｈａ

成田都市計画 約　2,981　ｈａ 約　2,829　ｈａ 約　152　ｈａ

下総都市計画 約　605　ｈａ 約　234　ｈａ 約　371　ｈａ

大栄都市計画 約　17　ｈａ 約　17　ｈａ 約　0.01　ｈａ

多古都市計画 約　735　ｈａ 約　141　ｈａ 約　594　ｈａ

芝山都市計画 約　1,558　ｈａ 約　1,701　ｈａ  △約　143　ｈａ

横芝光都市計画 約　1,170　ｈａ 約　383　ｈａ 約　787　ｈａ

さんむ都市計画 約　76　ｈａ 約　76　ｈａ 0　ｈａ

新 旧

約　3,088.8　ｈａ 約　2,235.5　ｈａ 約　853.3　ｈａ

成田都市計画 約　1,385　ｈａ 約　1,258　ｈａ 約　127　ｈａ

下総都市計画 約　239　ｈａ 約　18　ｈａ 約　221　ｈａ

大栄都市計画 約　1.6　ｈａ 約　1.5　ｈａ 約　0.1　ｈａ

多古都市計画 約　499　ｈａ 約　19　ｈａ 約　480　ｈａ

芝山都市計画 約　869　ｈａ 約　917　ｈａ  △約　48　ｈａ

横芝光都市計画 約　95　ｈａ 約　22　ｈａ 約　73　ｈａ

さんむ都市計画 約　0.2　ｈａ - 約　0.2　ｈａ

新　旧　対　照　表

種　　　　　類
面　　　　　積

面積の増減

航空機騒音障害防止地区

種　　　　　類
面　　　　　積

面積の増減

航空機騒音障害防止特別地区
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